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市第７号議案 

   横浜市介護保険条例及び横浜市営住宅条例の一部改正 

 横浜市介護保険条例及び横浜市営住宅条例の一部を改正する条例

を次のように定める。 

   平成26年５月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市介護保険条例及び横浜市営住宅条例の一部を改正 

する条例 

 （横浜市介護保険条例の一部改正） 

第１条 横浜市介護保険条例（平成12年３月横浜市条例第27号）の 

一部を次のように改正する。 

第４条第５号イ中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永 

住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律」に改め、「附則第４条第１項」の次

に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第10 

6 号）による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永 

住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第１項」を加える。 

（横浜市営住宅条例の一部改正） 

第２条 横浜市営住宅条例（平成９年２月横浜市条例第１号）の一

部を次のように改正する。 

第７条第２項第７号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及 

び永住帰国後の自立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の
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円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「附則第４条第１項」

の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後

の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律

第 106 号）による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及

び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第１項」を加える 

。 

   附 則 

この条例は、平成26年10月１日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律の一部改正に伴い、関係規定の整備を図るため、横浜

市介護保険条例及び横浜市営住宅条例の一部を改正する必要がある

ので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 介 護 保 険 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

 （ 保 険 料 率 ） 

第 ４ 条  平 成 24 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま で の 各 年 度 に お け る 保 険 料 率 

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 第 １ 号 被 保 険 者 の 区 分 に 応 じ そ れ ぞ れ 当 該

各 号 に 定 め る 額 と す る 。 

（ 第 １ 号 か ら 第 ４ 号 ま で 省 略 ） 

(5)  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者  66,000 円 

  （ ア 省 略 ） 

  イ  要 保 護 者 （ 生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ） 第 ６ 条 第 

                                         中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 
２ 項 に 規 定 す る 要 保 護 者 又 は 
                                 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 

促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自 
促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 

立 の 支 援 に 関 す る 法 律 
（ 平 成 ６ 年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 １ 項 

 

に 規 定 す る 支 援 給 付 （ 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及

 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 

                     及 び 中 国 残 留 
律 （ 平 成 19 年 法 律 第 127 号 ） 附 則 第 ４ 条 第 １ 項 

 

邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 
 

す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 25 年 法 律 第 106 号 ） に 
 

よ る 改 正 前 の 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 
 

国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 第 14 条 第 １ 項 
に 規 定 す る 支 援 

 

給 付 を 含 む 。 以 下 「 支 援 給 付 」 と い う 。） を 必 要 と す る 状 態

に あ る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） で あ っ て 、 そ の 者 が 課 さ れ る

保 険 料 額 に つ い て こ の 号 の 区 分 に よ る 額 を 適 用 さ れ た な ら ば

保 護 （ 生 活 保 護 法 第 ２ 条 に 規 定 す る 保 護 又 は 支 援 給 付 を い う
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。 以 下 同 じ 。） を 必 要 と し な い 状 態 と な る も の （ 令 第 39 条 第

１ 項 第 １ 号 イ （ (1) に 係 る 部 分 を 除 く 。）、 次 号 イ 、 第 ７ 号 イ

、 第 ８ 号 イ 、 第 ９ 号 イ 又 は 第 10 号 イ に 該 当 す る 者 を 除 く 。）  

   （ 第 ６ 号 か ら 第 11 号 ま で 省 略 ） 

 

   横 浜 市 営 住 宅 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案 
                    (下 段  現  行) 

 （ 入 居 者 の 資 格 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  前 項 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 規 定 す る 条 件 を 具 備 す

る 次 に 掲 げ る 者 （ 心 身 に 著 し い 障 害 が あ る た め に 常 時 の 介 護 を 必

要 と し 、 か つ 、 居 宅 に お い て こ れ を 受 け る こ と が で き ず 、 又 は 受

け る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 者 （ 以 下 「 単 身 生 活 困 難 者 」

と い う 。） を 除 く 。） は 、 同 項 第 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 現 に

同 居 し 、 又 は 同 居 し よ う と す る 親 族 が な い 場 合 で あ っ て も 、 規 則

で 定 め る 規 模 の 市 営 住 宅 に 入 居 す る こ と が で き る 。 

     （ 第 １ 号 か ら 第 ６ 号 ま で 省 略 ） 

   中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 並 び に 永 住 帰 国 し た 中 国 
 (7)                             
   中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 

  残 留 邦 人 等 及 び 特 定 配 偶 者 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律  
                          （ 平 成 ６ 
  支 援 に 関 す る 法 律 

年 法 律 第 30 号 ） 第 14 条 第 １ 項 の 支 援 給 付 （ 中 国 残 留 邦 人 等 の 円

滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 の 一

部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 19 年 法 律 第 127 号 ） 附 則 第 ４ 条 第 １ 項 

  及 び 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 永 住 帰 国 後 の 自 立 
 

  の 支 援 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 25 年 法 律 第 10  
 

  6 号 ） に よ る 改 正 前 の 中 国 残 留 邦 人 等 の 円 滑 な 帰 国 の 促 進 及 び 
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  永 住 帰 国 後 の 自 立 の 支 援 に 関 す る 法 律 第 14 条 第 １ 項 
の 支 援 給 付 

 

を 含 む 。） を 受 け て い る 者 

    （ 第 ８ 号 、 第 ９ 号 及 び 第 ３ 項 か ら 第 ５ 項 ま で 省 略 ） 


